
指名停止理由 業者名 所在地 措置期間 適用条項 決定日 備考

契約違反 （株）吉田商会 千葉県市原市青柳北二丁目１番地２２ 令和５年４月１１日から
令和５年４月２４日まで
（２週間）

第２条第１項
別表第１の４

令和５年４月１０日
　令和４年７月４日付けで契
約締結した横芝光町発注の
「消防団小型動力ポンプ付積
載車」の請負契約において、
契約書に定める納入期限に納
車することができず、履行延
長した。
　このことは、契約の相手方
として不適当であると認めら
れるので指名停止するもので
ある。
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